
国分寺市高齢者補聴器購入費助成事業について 

 

１. 目 的 

難聴は QOL の低下や認知機能の低下に影響を与えると言われている。加齢性難聴の

高齢者が早期の段階から補聴器を適切に使用することにより、聞こえにくさから生じる

コミュニケーション機会の減少を防ぎ、社会参加と健康づくりを支援するため、補聴器購

入費助成事業を行う。 

 

２. 開 始 日  

  令和８年７月１日（水）から 

 

３. 対 象 者  （※下記すべての要件を満たす必要あり） 

  ●市内在住の満 65 歳以上の方 

  ●両耳とも聴力レベルが 40 デシベル以上又は片耳 70 デシベル以上であり、耳鼻咽

喉科の医師が補聴器の装用を必要と認める方（医師意見書、検査結果が必要） 

  ●介護保険料における所得段階が第１～第７段階の方（本人合計所得金額が概ね 210

万円未満、諸条件で異なる場合あり） 

  ●聴覚障害による補聴器の助成対象とならない方 

  ●この助成金の交付を過去５年以内に受けていない方 

 

４. 助成対象 

助成対象者本人が装用することを目的として、認定補聴器専門店又は認定補

聴器技能者が在籍する補聴器の販売店において補聴器を購入する際に要する

経費に対して助成する。 

※意見書作成料、修理費・メンテナンス費、附属品の購入のみにかかる費用は対象外 

※集音器は対象外（管理医療機器に認定されている補聴器が対象） 
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５. 助成額 

上限 40,000 円 

※両耳の場合でも、助成額の上限は変わらない。 

※本体購入費が 40,000 円未満の場合は、その額が助成上限額となる。 

 

６. 事業の流れ 

① 事 前 相 談・・・地域包括ケア課に事前に相談し、要件確認、申請書（裏面医師意見

書）配付 

② 医療機関受診・・・耳鼻咽喉科を受診、意見書作成 

③ 申      請・・・申請書（裏面医師意見書）、検査結果など、必要書類を揃えて申請 

④ 助 成 決 定・・・助成決定通知、補聴器販売店舗に提出する書類等を送付 

⑤ 補 聴 器 購 入・・・④で受け取った書類を持参し、認定補聴器専門店又は認定補聴器

技能者が在籍する専門店で補聴器を購入（※購入費用が上限額を

超える場合は超えた分を支払） 

⑥ アフターケア・・・購入店舗での調整・メンテナンス、定期的な点検等のアフターケア

を促す 

 

７. 市民セミナーの開催について 

事業開始に合わせ、地域活性化包括連携協定を締結しているリオン株式会社との共催

で市民セミナーを開催。聞こえの仕組み、補聴器の有効性のほか、制度説明を行う。 

① 日時・・・令和８年７月１日（水）１０時から正午まで 

② 場所・・・リオンホール 

③ 講師・・・市内耳鼻咽喉科医、リオン(株)リオネットセンター所長 


